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(57)【要約】
【課題】密閉型ヘッドホンに好適であって、遮音効果を
さらに高めることができるヘッドホンのイヤパッドおよ
びこのイヤパッドを用いたヘッドホンを得る。
【解決手段】ヘッドホンに装着されヘッドホンの使用時
にユーザの耳を囲むことができるとともにユーザの側頭
部に接することができるリング状のイヤパッド３０であ
って、外皮４０で囲まれた空気室を有し、空気室は隔壁
４２，４３によって内周側の空気室と外周側の空気室に
分けられている。内周側の空気室と外周側の空気室は同
心円状に形成されているとよい。外皮４０はユーザの側
頭部に接すべき面側が開放していて、ヘッドホン使用時
に隔壁の先端がユーザの側頭部に接することができる位
置まで延びているとよい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヘッドホンに装着されヘッドホンの使用時にユーザの耳を囲むことができるとともにユ
ーザの側頭部に接することができるリング状のイヤパッドであって、
　外皮で囲まれた空気室を有し、
　空気室は隔壁によって内周側の空気室と外周側の空気室に分けられているヘッドホン用
イヤパッド。
【請求項２】
　内周側の空気室と外周側の空気室は同心円状に形成されている請求項１記載のヘッドホ
ン用イヤパッド。
【請求項３】
　外皮はユーザの側頭部に接すべき面側が開放していて、ヘッドホン使用時に隔壁の先端
がユーザの側頭部に接することができる位置まで延びている請求項１または２記載のヘッ
ドホン用イヤパッド。
【請求項４】
　隔壁は複数あって、空気室は同心円状に三つ以上に区分されている請求項１、２または
３記載のヘッドホン用イヤパッド。
【請求項５】
　ユーザの側頭部に接すべき面側の外皮の開口部分には、音波を透過させることができ、
柔軟性のある部材が介在し、隔壁の先端は柔軟性のある部材に接している請求項３または
４記載のヘッドホン用イヤパッド。
【請求項６】
　空気室には充填材が充填されている請求項１から５のいずれかに記載のヘッドホン用イ
ヤパッド。
【請求項７】
　使用時にユーザの耳の周りを囲むことができるとともにユーザの側頭部に接することが
できるリング状のイヤパッドを備えたヘッドホンであって、上記イヤパッドは、請求項１
から６のいずれかに記載のヘッドホン用イヤパッドであるヘッドホン。
【請求項８】
　バッフル板にドライバーユニットが取り付けられ、バッフル板の前面側にイヤパッドが
、バッフル板の後面側にハウジングが固着されている請求項７記載のヘッドホン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヘッドホンに利用されるイヤパッドおよびこのイヤパッドを用いたヘッドホ
ンに関するもので、特に、耳覆い型の密閉型ヘッドホンにおいて、外部騒音の侵入と、外
部への音漏れを防止するための工夫を施したことを特徴とするものである。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザの耳を囲い込んで装着する耳覆い型の密閉型ヘッドホンにおいては、外来音がユ
ーザの耳になるべく到達しないものであることが望まれる。また、ユーザがヘッドホンで
楽音を聴取しているとき、ヘッドホンから音波が外部に漏れると、聴取者以外の周囲の人
に不快感を与えるので、音波が漏れないことが望まれる。耳覆い型の密閉型ヘッドホンに
おいては、イヤパッドでユーザの耳の周囲を取り囲み、イヤパッドをユーザの側頭部に密
着させることによって、外来音を遮断し、また内部から外部に音波が漏れないようにして
いる。
【０００３】
　図４は、従来の密閉型ヘッドホンの例を示す。図４において、ヘッドホンは、バッフル
板１と、バッフル板１の前面（図４において左側面）側外周縁部に沿って固着されたイヤ
パッド３、バッフル板１の背面側外周縁部に沿って固着されたハウジング２、バッフル板
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１の中央部に固定されたドライバーユニット６を有してなる。イヤパッド３は、一般に、
外皮５とこの外皮内に充填された充填材４からなる。充填材４は、例えばウレタンなどの
材料を連続気泡状にしたスポンジからなる。このスポンジは、内径がユーザの耳の周囲を
囲むのに十分な大きさのリング状に形成され、この充填材４に、音波を通しにくい外皮５
が被せられる。外皮５の素材として、塩化ビニールなどの合成樹脂材料、あるいは皮など
の材料が用いられる。
【０００４】
　バッフル板１の中央部には比較的大きな孔があけられていて、この孔にはドライバーユ
ニット６のフレーム７の外周が嵌められて固定されている。フレーム７の中央部には筒形
の孔が形成されていて、この孔には磁性材からなる皿状のヨーク８が開口端を前方に向け
て嵌合され固定されている。ヨーク８の内側の底面には板状のマグネット９が固定され、
マグネット９に重ねてポールピース１０が固定されている。フレーム７の前面側にはダイ
ヤフラム形の振動板１１が配置されている。
【０００５】
　振動板１１は、中央のメインドームとこのメインドームの外周を取り囲むサブドームを
有してなり、サブドームの外周縁部がフレーム７に固着され、この固着部を支点として前
後に動くことができるようになっている。上記メインドームとサブドームの境界線に沿っ
て振動板１１の背面側にボイスコイル１２の一端が固着されている。ボイスコイル１２は
、ヨーク８の内周面とポールピース１０の外周面との間に形成されている磁気ギャップに
位置している。この磁気ギャップは、マグネット９からヨーク８、ポールピース１０を通
り、マグネット９に至る磁気回路中にあって、磁界が形成されている。ボイスコイル１２
に楽音信号が入力されると、上記磁界と楽音信号との電磁気力によりボイスコイル１２は
楽音信号に従って前後に振動し、音波を発するようになっている。
【０００６】
　ハウジング２によってバッフル板１の背面側およびドライバーユニット６が覆われ、バ
ッフル板１とハウジング２によって密閉状の後部キャブティが形成されている。ヘッドホ
ンの使用態様では、前記イヤパッド３でユーザの耳を覆い、また、イヤパッド３をユーザ
の側頭部に押し当てる。これによって、ユーザの側頭部とイヤパッド３とバッフル板１で
区切られる前部キャビティが形成される。振動板１１の前方には、振動板１１を保護する
プロテクタが設けられるが、図示は省略されている。ドライバーユニット６の内部にも、
振動板１１、フレーム７、ヨーク８で区切られたキャビティが形成されているが、このキ
ャビティと後部キャビティを連通させる孔がフレーム７に形成され、この孔は音響抵抗材
１３で塞がれている。
【０００７】
　図４に示すようなヘッドホンによれば、イヤパッド３がユーザの側頭部に密着すること
が望ましいが、頭部形状の個人差、ユーザの髪の毛を挟み込むなどの理由で、側頭部とイ
ヤパッド３との間に隙間が生じ、この隙間から外来雑音が侵入し、これを阻止することは
困難である。上記隙間を小さくするために、左右のヘッドホンを連結するヘッドバンドの
付勢力を強くして、ユーザの側頭部に対するイヤパッド３の押圧力を強くすることも考え
られるが、長時間装着しての使用には苦痛を伴うことがある。
　また、ヘッドパッド３の外皮５が外来雑音によって振動し、外来雑音がイヤパッド３に
入り込み、イヤパッド３を経てユーザの耳に達する。イヤパッド３の外皮５を硬くすれば
音波による振動を防止することができるが、ユーザがヘッドホンを使用するときの装着感
が悪くなる。
【０００８】
　以上説明したように、従来の密閉型ヘッドホンは、外来雑音の遮蔽効果に関して改善の
余地がある。そこで、上記従来例の密閉型ヘッドホンにおける外来雑音遮断効果について
、図５に示す等価回路を併せて参照しながら説明する。等価回路の構成要素を以下のよう
に定義する。
　Ｐｎ：イヤパッド３とユーザの側頭部の隙間などから侵入する外来雑音
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　Ｚｅ：耳のインピーダンス
　Ｐ　：耳に到達する音波
　ｒｌ：上記隙間の音響抵抗
　ｍｙ：イヤパッド３の振動部の等価質量
　ｓｙ：イヤパッド３の振動部の等価スティフネス
　ｒｙ：イヤパッド３の振動部の内部損失
　ｓｆ：前部キャビティのスティフネス
　ｍｏ：ドライバーユニット６の振動板１１の等価質量
　ｓｏ：ドライバーユニット６の振動板１１のスティフネス
　ｓｂ：後部キャビティのスティフネス
　ｒｕ：音響抵抗材１３の音響抵抗
【０００９】
　図５に示すように、並列接続された形の前部キャビティのスティフネスｓｆと耳のイン
ピーダンスＺｅに対し、外来雑音Ｐｎが、イヤパッド３の振動部の等価質量ｍｙ、等価ス
ティフネスｓｙ、内部損失ｒｙを直列に介して接続され、また、隙間の音響抵抗ｒｌを介
して接続された形になっている。また、並列接続された形の前部キャビティのスティフネ
スｓｆと耳のインピーダンスＺｅに対し、振動板１１の等価質量ｍｏ、スティフネスｓｏ
、音響抵抗材１３の音響抵抗ｒｕ、後部キャビティのスティフネスｓｂが直列に接続され
た形になっている。
【００１０】
　前部キャビティのスティフネスｓｆと、上記ｍｙ，ｓｙ，ｒｙおよびｒｌは一種の共振
回路を構成していて、この共振回路が存在することによって外来雑音の遮断効果およびド
ライバーユニット６から発せられる音波の漏れ防止効果を得ることができる。しかしなが
ら、かかる等価回路で表すことができる従来の密閉型ヘッドホンも、イヤパッドの構造を
工夫することによって遮音効果をさらに高めることができることがわかり、本願発明に至
った。
【００１１】
　ここで、本願発明に関連のある技術が記載された特許文献を挙げる。特許文献１には、
スピーカおよびマイクロホンを内蔵するハウジングと、ハウジングを覆って設けられたク
ッションとを有し、このクッションが、第１音響伝達特性を有する第１領域および第２音
響伝達特性を有する第２領域を有し、可聴音の伝達に対して第２音響伝達特性が第１音響
伝達特性よりも高いインピーダンスを有するイヤ・パッド・イヤホンが記載されている。
特許文献１記載の発明は、「イヤ・パッド・イヤホン」とあるとおり、いわゆるインナー
イヤ型ないしはカナル型のイヤホンであって、上記クッションがユーザの耳道内面に密着
するものであり、また、ドライバーユニットから発せられた音波が、クッションの第２領
域と第１領域を順に通ってユーザの耳道に至るものである。
【００１２】
【特許文献１】特開２００６－２７０９６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　特許文献１記載の発明は、イヤパッドを第１領域と第２領域に分ける点で本願発明と関
連があるといえるが、本願発明とは、もともとヘッドホン形式が異なるとともに、イヤパ
ッドを区分する向きが異なる。また、特許文献１記載の発明はドライバーユニットから発
せられた音波がクッションを通ってユーザの耳に至るものであるのに対し、本願発明にお
けるイヤパッドは、ドライバーユニットから発せられた音波の遮断効果を高めるための独
特の構造にしたものであって、明らかな技術思想の相違がある。
【００１４】
　本発明は、密閉型ヘッドホンに好適であって、遮音効果をさらに高めることができるヘ
ッドホンのイヤパッドおよびこのイヤパッドを用いたヘッドホンを提供することを目的と
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する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、ヘッドホンに装着されヘッドホンの使用時にユーザの耳を囲むことができる
とともにユーザの側頭部に接することができるリング状のイヤパッドであって、外皮で囲
まれた空気室を有し、空気室は隔壁によって内周側の空気室と外周側の空気室に分けられ
ていることを最も主要な特徴とする。
　内周側の空気室と外周側の空気室は同心円状に形成されているとなおよい。
　外皮はユーザの側頭部に接すべき面側が開放していて、ヘッドホン使用時に隔壁の先端
がユーザの側頭部に接することができる位置まで延びているとなおよい。
【発明の効果】
【００１６】
　イヤパッドがユーザの側頭部に接した状態において、隔壁の先端とユーザの側頭部との
隙間が音響抵抗になり、外皮と隔壁とによって形成される複数の空気室がそれぞれ音響容
量を構成する。これら複数の音響容量は、複数のローパスフィルタが直列に接続されたの
と等価となり、外来雑音の遮断効果およびドライバーユニットから発せられる音波が外部
に漏れることを防止する効果を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明にかかるヘッドホン用イヤパッドおよびヘッドホンの実施例について図面
を参照しながら説明する。図４に示す従来例と同じ構成部分には共通の符号を付した。
【実施例１】
【００１８】
　図１において、ヘッドホンは、バッフル板１と、バッフル板１の前面（図１において左
側面）側外周縁部に沿って固着されたイヤパッド３０、バッフル板１の背面側外周縁部に
沿って固着されたハウジング２、バッフル板１の中央部に固定されたドライバーユニット
６を有してなる。
　イヤパッド３０の構造が本願発明の特徴となっていて、外皮４０とこの外皮４０に囲ま
れた空気室を三つの空気室３１，３２，３３に分ける二つの隔壁４２，４３を有してなる
。外皮４０は、横断面形状がほぼ四角形に形成され、四角形の一辺が両端部を残し切除さ
れて開口４４が形成されている。かかる断面形状の外皮４０は、内径がユーザの耳の周囲
を囲むのに十分な大きさのリング状に形成されている。外皮４０は開口４４の形成面が前
面すなわち使用時にユーザの側頭部に当接する面になっていて、この面に対して反対側の
面がバッフル板１に固着されている。複数の隔壁４２，４３は、外皮４０の横断面におい
て前後方向に延びていて、後端は外皮４０のバッフル板１との固着部の内面側に固着され
、先端は外皮４０の上記開口４４の位置まで延びてヘッドホン使用時にユーザの側頭部に
接触することができるようになっている。上記隔壁４２，４３とこの隔壁４２，４３によ
って分けられている複数の空気室３１，３２，３３は、半径方向内外に同心円状に配置さ
れている。外皮４０の素材として、音波を通しにくい材料、例えば塩化ビニールなどの合
成樹脂材料、あるいは皮などの材料が用いられる。
【００１９】
　バッフル板１の中央部には比較的大きな孔があけられていて、この孔にはドライバーユ
ニット６のフレーム７の外周が嵌められて固定されている。フレーム７の中央部には筒形
の孔が形成されていて、この孔には磁性材からなる皿状のヨーク８が開口端を前方に向け
て嵌合され固定されている。ヨーク８の内側の底面には板状のマグネット９が固定され、
マグネット９に重ねてポールピース１０が固定されている。フレーム７の前面側にはダイ
ヤフラム形の振動板１１が配置されている。
【００２０】
　振動板１１は、中央のメインドームとこのメインドームの外周を取り囲むサブドームを
有してなり、サブドームの外周縁部がフレーム７に固着され、この固着部を支点として前
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後に動くことができるようになっている。上記メインドームとサブドームの境界線に沿っ
て振動板１１の背面側にボイスコイル１２の一端が固着されている。ボイスコイル１２は
、ヨーク８の内周面とポールピース１０の外周面との間に形成されている磁気ギャップに
位置している。この磁気ギャップは、マグネット９からヨーク８、ポールピース１０を通
り、マグネット９に至る磁気回路中にあって、磁界が形成されている。ボイスコイル１２
に楽音信号が入力されると、上記磁界と楽音信号との電磁気力によりボイスコイル１２は
楽音信号に従って前後に振動し、音波を発するようになっている。
【００２１】
　ハウジング２によってバッフル板１の背面側およびドライバーユニット６が覆われ、バ
ッフル板１とハウジング２によって密閉状の後部キャブティが形成されている。ヘッドホ
ンの使用態様では、前記イヤパッド３でユーザの耳を覆い、また、イヤパッド３をユーザ
の側頭部に押し当てる。これによって、ユーザの側頭部とイヤパッド３とバッフル板１で
区切られる前部キャビティが形成される。振動板１１の前方には、振動板１１を保護する
プロテクタが設けられるが、図示は省略されている。ドライバーユニット６の内部にも、
振動板１１、フレーム７、ヨーク８で区切られたキャビティが形成されているが、このキ
ャビティと後部キャビティを連通させる孔がフレーム７に形成され、この孔は音響抵抗材
１３で塞がれている。
【００２２】
　以上説明した実施例によれば、イヤパッド３の内部空間が隔壁によって複数に、かつ、
内外に同心円状に区分されていることにより、イヤパッド３に複数のローパスフィルタが
直列に接続されたのと等価となり、外部騒音の進入防止効果および内部から外部への音波
の漏洩防止効果が高くなる。この効果を、図３に示す音響的な等価回路を併せて参照しな
がら説明する。
【００２３】
　ユーザがヘッドホンを使用するとき、イヤパッド３の前記開口の両端部と、隔壁４２，
４３の先端がユーザの側頭部に当たり、これら当接部にそれぞれ音響抵抗が生じる。そこ
で、イヤパッド３の上記開口の上側端部とユーザの側頭部との接触部の音響抵抗をｒｌ１
、上記側頭部と隔壁４２の先端との接触部の音響抵抗をｒｌ２、上記側頭部と隔壁４３の
先端との接触部の音響抵抗をｒｌ３、イヤパッド３の上記開口の下側端部と接触部の音響
抵抗をｒｌ４とする。上記側頭部に対する各接触部は一種の振動部となっていて、それら
の等価質量をｍｇ１，ｍｇ２，ｍｇ３，ｍｇ４、それらの等価スティフネスをｓｇ１，ｓ
ｇ２，ｓｇ３，ｓｇ４、それらの内部損失をｒｇ１，ｒｇ２，ｒｇ３，ｒｇ４とする。ま
た、各空気室３１，３２，３３のスティフネスをｓ１，ｓ２，ｓ３とする。そのほかの等
価回路の構成要素は、図５における従来例の構成要素と同じである。
【００２４】
　図３において、ｍｇ１，ｓｇ１，ｒｇ１，ｒｌ１，ｓ１で第１のローパスフィルタが構
成され、ｍｇ２，ｓｇ２，ｒｇ２，ｒｌ２，ｓ２で第１のローパスフィルタが構成され、
ｍｇ３，ｓｇ３，ｒｇ３，ｒｌ３，ｓ３で第３のローパスフィルタが構成され、ｍｇ４，
ｓｇ４，ｒｇ４，ｒｌ４，ｓ４で第４のローパスフィルタが構成されている。図５に示す
従来例の等価回路ではローパスフィルタが１段で構成されているのに対し、図３に示す本
願発明の実施例における等価回路ではローパスフィルタが直列的に４段に構成されている
。このように、ローパスフィルタが複数段にわたり直列に構成されているため、ローパス
フィルタとしての効果が高く、かつ、ローパスフィルタとしての効果が俊敏に現れ、外部
騒音Ｐｎのヘッドホン内部への侵入遮断効果およびヘッドホン内部から外部への音波の漏
洩遮断効果をより一層高めることができる。外皮４０の振動によってヘッドホン内部に侵
入しようとする音波の遮断効果も高くなる。
【００２５】
　図１に示す実施例では、イヤパッド３の内部空間が３分割されていたが、内部空間は複
数に区分されていればよく、２分割でも、３分割以上であってもよい。イヤパッド３の内
部空間は空洞であってもよいし、例えばスポンジ状の部材のような、柔軟性があり遮音性
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のある部材からなる充填材を充填してもよい。
【実施例２】
【００２６】
　図２は本発明に係るヘッドホン用イヤパッドおよびヘッドホンの第２の実施例を示す。
この第２の実施例が第１の実施例と異なる点は、イヤパッド３０を構成する外皮４０の前
記開口４４の部分に、音波を透過させることができ、柔軟性のある部材４５が介在し、隔
壁４２，４３の先端が柔軟性のある部材４５に接している点である。上記部材４５は上記
開口４４を塞いでいる。
【００２７】
　上記柔軟性のある部材４は、ヘッドホンの装着感を高めるために設けられるもので、例
えば布などが用いられる。そのほかの構成は第１の実施例の構成と同じであるから説明は
省略する。
　第２の実施例についても、その音響等価回路は図３に示す等価回路と同様の構成要素で
同様に構成され、第１の実施例と同様に効果を得ることができる。
　イヤパッド３の内部空間の分割数、充填材の有無などは、第１の実施例と同様に任意で
ある。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本願発明の技術思想は、遮音のみを目的とするイヤマフにも適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明にかかるヘッドホンの実施例を示す縦断面図である。
【図２】本発明にかかるヘッドホンの別の実施例を示す縦面図である。
【図３】本発明にかかる実施例を示す等価回路図である。
【図４】従来のヘッドホンの例を示す縦断面図である。
【図５】従来の例を示す等価回路図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１　　バッフル板
　２　　ハウジング
　６　　ドライバーユニット
　３０　　イヤパッド
　３１　　空気室
　３２　　空気室
　３３　　空気室
　４２　　隔壁
　４３　　隔壁
　４４　　開口
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